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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　亜鉛めっき鋼板を準備する工程と、
　シールドガスによりシールドしつつ前記亜鉛めっき鋼板と溶接ワイヤとの間にアークを
形成して前記亜鉛めっき鋼板および前記溶接ワイヤを加熱して溶融させ、溶融池を形成す
る工程と、
　前記溶融池を凝固させる工程と、を備え、
　前記溶接ワイヤは、銅めっきされており、０．９ｍｍ以下の直径を有し、
　前記シールドガスは、二酸化炭素およびアルゴンを含み、残部が不可避的不純物からな
る混合ガスであり、
　前記シールドガスに含まれる二酸化炭素は１体積％以上４体積％以下である、亜鉛めっ
き鋼板の溶接方法。
【請求項２】
　前記溶融池を形成する工程では、前記亜鉛めっき鋼板と前記溶接用ワイヤとの間の電流
が、ベース値である状態と、前記ベース値よりも高いピーク値である状態とを繰り返す、
請求項１に記載の亜鉛めっき鋼板の溶接方法。
【請求項３】
　前記シールドガスに含まれる二酸化炭素は３体積％以下である、請求項１または２に記
載の亜鉛めっき鋼板の溶接方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、亜鉛めっき鋼板の溶接方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　耐食性、耐候性に優れる亜鉛めっき鋼板は、自動車、建築等の分野においてその利用が
進められている鋼材である。鋼材の接合には、たとえばアーク溶接が用いられる。しかし
、亜鉛めっき鋼板に対してアーク溶接を行うと、鋼の融点に比べて沸点の低い亜鉛が亜鉛
蒸気となる。そして、亜鉛蒸気に起因して、良好な溶接状態の実現が難しくなる場合があ
る。具体的には、亜鉛蒸気に起因して、ビードにブローホール等が形成される場合がある
。また、亜鉛蒸気によりアークの形成状態が不安定となり、スパッタの発生が多くなる場
合がある。さらに、亜鉛めっき鋼板の溶接においては、ビード上に残存するスラグやビー
ド止端部に残存するスラグ（縁スラグ）の発生が多くなる場合もある。その結果、溶接後
に実施される塗装工程において形成される防錆剤膜等の良好な形成が阻害されたり、経年
変化により防錆剤膜等が剥がれたりする場合がある。これに対し、アーク溶接による良好
な溶接状態の実現を目的とした技術が提案されている（たとえば、特許文献１および２参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１１１５９７号公報
【特許文献２】特開２０１３－２４８６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　亜鉛めっき鋼板の溶接においては、溶接状態のほか、亜鉛蒸気に起因する亜鉛ヒューム
の発生も問題となる。亜鉛めっき鋼板の溶接作業において、亜鉛ヒュームは、回収装置（
ヒュームコレクタ）により回収される。これにより、適切な作業環境を確保することがで
きる。しかし、亜鉛ヒュームの発生量が多く、ヒュームコレクタのフィルタの交換頻度が
高くなると、フィルタの消費量が多くなるだけでなく、溶接作業の停止による作業効率の
低下が生じる。そのため、亜鉛ヒューム量の低減は、亜鉛めっき鋼板の利用において重要
な課題となっている。本発明の目的は、亜鉛ヒューム量を低減することが可能な亜鉛めっ
き鋼板の溶接方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に従った亜鉛めっき鋼板の溶接方法は、亜鉛めっき鋼板を準備する工程と、シー
ルドガスによりシールドしつつ亜鉛めっき鋼板と溶接ワイヤとの間にアークを形成して亜
鉛めっき鋼板および溶接ワイヤを加熱して溶融させ、溶融池を形成する工程と、溶融池を
凝固させる工程と、を備える。溶接ワイヤは、銅めっきされており、０．９ｍｍ以下の直
径を有する。シールドガスは、二酸化炭素およびアルゴンを含み、残部が不可避的不純物
からなる混合ガスである。シールドガスに含まれる二酸化炭素は１体積％以上４体積％以
下である。
【０００６】
　本発明者らは、亜鉛めっき鋼板の溶接作業における亜鉛ヒューム量に影響を及ぼす要因
について検討を行った。その結果、シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合および溶接
ワイヤの構造が亜鉛ヒューム量に大きな影響を与えていることを見出した。具体的には、
一般的なＧＭＡ（Ｇａｓ　Ｍｅｔａｌ　Ａｒｃ）溶接においては、シールドガスとして２
０体積％程度の二酸化炭素を含む二酸化炭素とアルゴンとの混合ガスが使用される。しか
し、亜鉛めっき鋼板の溶接においては、このようなシールドガスの組成では、亜鉛ヒュー
ムの発生量が多くなり、ヒュームコレクタのフィルタの交換頻度が高くなる。これに対し



(3) JP 6412817 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

、二酸化炭素の割合を４体積％以下にまで大幅に低減することで、亜鉛ヒュームの発生量
を低減することが可能となる。一方、二酸化炭素の割合を１体積％未満にまで低減すると
、アークが安定せず、溶接が困難となる。そのため、亜鉛ヒューム量が低減された溶接を
達成するためには、シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合は、１体積％以上４体積％
以下とする必要がある。
【０００７】
　また、亜鉛めっき鋼板の溶接における亜鉛ヒューム量は、溶接ワイヤの構造にも極めて
敏感である。具体的には、溶接ワイヤの直径が０．９ｍｍを超える場合、上述のようにシ
ールドガスの組成を調整した場合でも、亜鉛ヒューム量を十分に低減することは難しくな
る。そのため、溶接ワイヤの直径は０．９ｍｍ以下とする必要がある。
【０００８】
　さらに、溶接ワイヤは銅めっきされていることが重要である。すなわち、溶接ワイヤの
外周面には、銅めっき層が形成されていることが重要である。これは、以下のような理由
によるものと考えることができる。溶接ワイヤが銅めっきされていない場合、アークが溶
接ワイヤ先端部の長手方向の広い範囲から発生する傾向にある。その結果、溶接ワイヤの
直径を０．９ｍｍ以下にまで小さくした場合であっても、アークの広がりが大きくなり、
アークの熱を受ける亜鉛めっきの範囲が広くなって亜鉛ヒューム量が多くなる。溶接ワイ
ヤが銅めっきされている場合、アークが溶接ワイヤの先端部の狭い範囲から発生するため
、亜鉛ヒューム量が少なくなる。そして、上述のようにシールドガスの組成を適切に調整
し、かつ溶接ワイヤの構造を適切に選択することにより、亜鉛ヒューム量を低減すること
ができる。
【０００９】
　具体的には、０．９ｍｍ以下の直径を有し、銅めっきされた溶接ワイヤを採用し、かつ
シールドガスにおける二酸化炭素の割合を１体積％以上４体積％以下とすることで、亜鉛
ヒューム量を有効に低減することができる。
【００１０】
　本発明の亜鉛めっき鋼板の溶接方法においては、溶接ワイヤは銅めっきされており、そ
の直径は０．９ｍｍ以下である。さらに、シールドガスに含まれる二酸化炭素は１体積％
以上４体積％以下である。そのため、本発明の亜鉛めっき鋼板の溶接方法によれば、亜鉛
ヒューム量を低減することができる。なお、溶接ワイヤの直径が小さくなると、溶接ワイ
ヤの電流密度が大きくなり、ワイヤの溶融速度が高くなることから、溶接の制御が難しく
なる。そのため、溶接ワイヤの直径は０．８ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００１１】
　上記亜鉛めっき鋼板の溶接方法において、溶融池を形成する工程では、亜鉛めっき鋼板
と溶接ワイヤとの間の電流が、ベース値である状態と、ベース値よりも高いピーク値であ
る状態とを繰り返してもよい。このような亜鉛めっき鋼板と溶接ワイヤとの間の電流の制
御を実施することにより、亜鉛ヒューム量を低減することが容易となる。
【００１２】
　上記亜鉛めっき鋼板の溶接方法において、シールドガスに含まれる二酸化炭素は３体積
％以下であってもよい。このようにすることにより、亜鉛ヒューム量をより確実に低減す
ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上の説明から明らかなように、本発明の亜鉛めっき鋼板の溶接方法によれば、亜鉛ヒ
ューム量を低減することが可能な亜鉛めっき鋼板の溶接方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】溶接の手順の概略を示すフローチャートである。
【図２】溶接の手順を説明するための概略断面図である。
【図３】シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合と亜鉛ヒューム量との関係を示す図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図１を参照して、本実施の形態
の亜鉛めっき鋼板の溶接方法では、まず被溶接物である亜鉛めっき鋼板が準備される（Ｓ
１０）。この工程（Ｓ１０）では、図２を参照して、たとえば一対の亜鉛めっき鋼板（亜
鉛めっき鋼板２１，２２）が準備される。亜鉛めっき鋼板２１と亜鉛めっき鋼板２２とは
、亜鉛めっき鋼板２１の一方の主面２１Ａの一部と亜鉛めっき鋼板２２の一方の主面２２
Ａの一部とが互いに接触する（密着する）ように配置される。
【００１６】
　次に、溶接トーチを用いて溶融池が形成される（Ｓ２０）。図２を参照して、溶接トー
チ１０は、中空円筒形状を有する溶接ノズル１１と、その一部が溶接ノズル１１に取り囲
まれるように配置され、電源（図示しない）に接続されたコンタクトチップ１２とを含む
。コンタクトチップ１２の一部は、溶接ノズル１１に取り囲まれる空間の外部に、溶接ノ
ズル１１の先端側に向けて突出している。コンタクトチップ１２に接触しつつ、溶接ワイ
ヤ１３が溶接ノズル１１の先端側へと連続的に供給される。溶接ワイヤ１３としては、ス
ラグの発生を低減する観点から、低Ｍｎ（マンガン；たとえば１．４質量％以下）、低Ｓ
ｉ（珪素；たとえば０．７質量％以下）の軟鋼ワイヤを採用することができる。具体的に
は、ＪＩＳ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ）Ｚ３３１
２のＹＧＷ１６、Ｇ４３Ａ０Ｃ１６など、たとえば大同特殊鋼株式会社製ＤＤ５０Ａ、株
式会社神戸製鋼製ＭＧ－ＳＯＦＴなどを採用することができる。
【００１７】
　溶接ノズル１１とコンタクトチップ１２との隙間は、シールドガスの流路となっている
。当該流路を流れるシールドガスは、溶接ノズル１１の先端から吐出される。このような
構造を有する溶接トーチ１０を用いて、工程（Ｓ２０）を実施することができる。
【００１８】
　亜鉛めっき鋼板２１，２２を一方の電極とし、溶接ワイヤ１３を他方の電極として亜鉛
めっき鋼板２１，２２と溶接ワイヤ１３との間に電圧を印加すると、溶接ワイヤ１３と亜
鉛めっき鋼板２１，２２との間にアークβが形成される。アークβは、溶接ノズル１１の
先端から矢印αに沿って吐出されるシールドガスによって、周囲の空気からシールドされ
る。アークβの熱により、亜鉛めっき鋼板２１，２２の一部および溶接ワイヤ１３の先端
が溶融する。溶接ワイヤ１３の先端が溶融して形成された液滴は、亜鉛めっき鋼板２１，
２２の溶融した領域へと移行する。これにより、溶融した亜鉛めっき鋼板２１，２２と溶
接ワイヤ１３とが混ざり合った液体領域である溶融池３１が形成される。
【００１９】
　次に、溶融池の形成領域を移動させつつ、先に形成した溶融池を凝固させる工程（Ｓ３
０）が実施される。この工程（Ｓ３０）では、形成されるべきビードの延在方向に沿って
、溶接トーチ１０を亜鉛めっき鋼板２１，２２に対して相対的に移動させる。その結果、
溶融池３１が形成される領域が順次移動し、先に形成された溶融池３１は凝固して、ビー
ドとなる。そして、接合されるべき領域に沿ってビードを形成することで溶接が完了する
。
【００２０】
　ここで、本実施の形態の亜鉛めっき鋼板の溶接方法において、溶接ワイヤ１３は、銅め
っきされており、０．９ｍｍ以下の直径を有する。また、本実施の形態において、上記シ
ールドガスは、二酸化炭素（ＣＯ２）およびアルゴン（Ａｒ）を含み、残部が不可避的不
純物からなる混合ガスである。そして、シールドガスに含まれるＣＯ２は１体積％以上４
体積％以下である。上述のような構造の溶接ワイヤ１３を採用し、かつシールドガスの組
成をこのような範囲とすることにより、亜鉛ヒュームの発生を抑制することができる。こ
のように、本実施の形態の亜鉛めっき鋼板の溶接方法によれば、亜鉛ヒューム量を低減す
ることができる。その結果、ヒュームコレクタのフィルタの交換頻度を低減することが可
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能となり、フィルタの消費量の低減および溶接作業の効率化を達成することができる。
【００２１】
　なお、溶接ワイヤ１３の直径が小さくなると、溶接ワイヤ１３の電流密度が大きくなり
、ワイヤの溶融速度が高くなることから、溶接の制御が難しくなるため、溶接ワイヤ１３
の直径は０．８ｍｍ以上とすることが好ましい。また、工程（Ｓ２０）においては、亜鉛
めっき鋼板２１，２２と溶接ワイヤ１３との間の電流が、ベース値である状態と、ベース
値よりも高いピーク値である状態とを繰り返すことが好ましい。すなわち、本実施の形態
において、パルス溶接が採用されることが好ましい。これにより、亜鉛ヒューム量を低減
することが容易となる。
【００２２】
　さらに、本実施の形態の亜鉛めっき鋼板の溶接方法において、シールドガスに含まれる
二酸化炭素は３体積％以下であることが好ましい。これにより、亜鉛ヒューム量をより確
実に低減することができる。
【実施例】
【００２３】
　亜鉛めっき鋼板の溶接を実際に行い、シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合および
溶接ワイヤの構造（ワイヤの直径および銅めっきの有無）が亜鉛ヒューム量に及ぼす影響
を確認する実験を行った。実験の手順は以下の通りである。
【００２４】
　亜鉛めっき鋼板の溶接は、上記実施の形態において説明した方法に従って実施した。亜
鉛めっき鋼板２１，２２として、厚み２．３ｍｍの鋼板を準備した。そして、亜鉛めっき
鋼板２１と亜鉛めっき鋼板２２とを、亜鉛めっき鋼板２１の一方の主面２１Ａの一部と亜
鉛めっき鋼板２２の一方の主面２２Ａの一部とが互いに密着するように配置し、一定の長
さのビードを形成するように溶接を実施した。このとき、シールドガスとしては、二酸化
炭素およびアルゴンを含み、残部が不可避的不純物からなる混合ガスを採用した。二酸化
炭素の割合は、１～２０体積％の範囲で変化させた。溶接ワイヤ１３としては、直径０．
９ｍｍで外周面が銅めっきされた構造を有する大同特殊鋼株式会社製ＤＤ５０Ａ（ワイヤ
Ａ）、直径１．０ｍｍで外周面が銅めっきされた構造を有する株式会社神戸製鋼製ＭＧ－
ＳＯＦＴ（ワイヤＢ）、および直径０．９ｍｍで外周面が銅めっきされていない構造を有
する株式会社神戸製鋼製ＳＥ－Ａ５０（ワイヤＣ）の３種のワイヤを採用した。そして、
各ワイヤについて、シールドガス中の二酸化炭素の割合を変化させた場合に発生する亜鉛
ヒューム量を測定した。実験結果を図３に示す。
【００２５】
　図３において、横軸は、シールドガス中の二酸化炭素の割合を示す。また、縦軸は、一
定の長さのビードを形成した場合に生成した亜鉛ヒューム量を示す。本実験条件において
採用されたビードの長さであれば、亜鉛ヒューム量が４０ｍｇ以下となれば、亜鉛ヒュー
ム量が十分に低減されたものと判断することができる。
【００２６】
　図３を参照して、外周面が銅めっきされているものの直径が０．９ｍｍを超える１．０
ｍｍであるワイヤＢ、および直径が０．９ｍｍであるものの外周面が銅めっきされていな
いワイヤＣを溶接ワイヤとして採用した場合、二酸化炭素の割合を変化させた場合でも亜
鉛ヒューム量が４０ｍｇ以下にまで抑制される領域は確認されなかった。これに対し、直
径が０．９ｍｍであり、かつ外周面が銅めっきされたワイヤＡを採用した場合、二酸化炭
素の割合を４体積％以下とすることにより、亜鉛ヒューム量が急激に減少し、４０ｍｇを
下回る亜鉛ヒューム量が達成されている。さらに、シールドガスに含まれる二酸化炭素の
割合を３体積％以下とすることにより、亜鉛ヒューム量が一層低減されている。
【００２７】
　また、本発明者らの検討によれば、外周面が銅めっきされ、かつ直径が０．８ｍｍの溶
接ワイヤ１３を採用した場合、上記ワイヤＡと同様の結果が得られる。つまり、溶接ワイ
ヤ１３の外周面が銅めっきされ、かつ直径が０．９ｍｍ以下である場合、シールドガスに
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含まれる二酸化炭素の割合を１体積％以上４体積％以下、好ましくは１体積％以上３体積
％以下とすることで亜鉛ヒューム量を有効に低減することができる。しかし、溶接ワイヤ
１３の直径が０．８ｍｍ未満となると、溶接ワイヤ１３の抵抗が大きくなり、溶接の制御
そのものが難しくなる。そのため、溶接ワイヤ１３の直径は０．８ｍｍ以上とすることが
好ましい。また、シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合を１体積％未満とすると、ア
ークが安定せず、溶接が困難となる。そのため、亜鉛ヒューム量が低減された溶接を達成
するためには、シールドガスに含まれる二酸化炭素の割合は１体積％以上４体積％以下と
する必要がある。
【００２８】
　以上の実験結果より、本発明の亜鉛めっき鋼板の溶接方法によれば、亜鉛ヒューム量を
低減することが可能な亜鉛めっき鋼板の溶接方法を提供できることが確認される。
【００２９】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、どのような面か
らも制限的なものではないと理解されるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではな
く、特許請求の範囲によって規定され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのす
べての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明の亜鉛めっき鋼板の溶接方法は、亜鉛ヒューム量の低減が求められる亜鉛めっき
鋼板の溶接に、特に有利に適用され得る。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　溶接トーチ、１１　溶接ノズル、１２　コンタクトチップ、１３　溶接ワイヤ、
２１，２２　亜鉛めっき鋼板、２１Ａ，２２Ａ　主面、３１　溶融池。

【図１】

【図２】

【図３】
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